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2020年 12月 25日 

お客様へ 

株式会社 山陰合同銀行 

 

「譲渡性預金規定」改定のお知らせ 

 

 

 山陰合同銀行では、下記のとおり譲渡性預金規定を 2021年 1月 25日より改定いたしま

す。なお、改定後の新規定は、改定前よりお取引いただいているお客さまにも適用されま

す。下表では、変更する箇所のみ記載しています。 

記 

 

改定前 改定後 

2．（利息） 
（４）この預金の付利単位は 1,000 万円と

し、1年を 365日として日割で計算し
ます。 

2．（利息） 
（４）この預金の付利単位は 1円とし、1年

を 365日として日割で計算します。 

以上 


